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国
家
公
務
員
募
集

問
人
事
院
関
東
事
務
局

　

撒
０
４
８（
７
４
０
）２
０
０
６

　

 h
ttp
://w

w
w
.jin
ji.g
o
.jp
/saiy

o
/

saiy
o.htm

　　

人
事
院
は
平
成
28
年
度
中
に
次
の

採
用
試
験
を
行
い
ま
す
。
受
験
案
内

等
は
人
事
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
で
確

認
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
人
事
院
関

東
事
務
局
ま
で
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

興
総
合
職
試
験（
院
卒
者
試
験
）、

　

総
合
職
試
験（
大
卒
程
度
試
験
）

　

 

受
付
期
間

　
　

４
月
１
日（
金
）
〜
11
日（
月
）

　

第
１
次
試
験

　
　

５
月
22
日（
日
）

興
一
般
職
試
験（
大
卒
程
度
試
験
）

　

受
付
期
間

　
　

４
月
８
日（
金
）
〜
20
日（
水
）

　

第
１
次
試
験

　
　

６
月
12
日（
日
）

興
一
般
職
試
験（
高
卒
者
試
験
）、

　

一
般
職
試
験（
社
会
人
試
験（
係
員
級
）
）

　

受
験
案
内
等
の
配
布
等
開
始
日　

　
　

５
月
９
日（
月
）

　

受
付
期
間

　

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
）

　
　

６
月
20
日（
月
）〜
29
日（
水
）

　

（
郵
送
・
持
参
）

　
　

６
月
20
日（
月
）〜
22
日（
水
）　

　

第
１
次
試
験

　
　

９
月
４
日（
日
）

【
注
】 各
試
験
の
申
し
込
み
は
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
り
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

消
費
生
活
リ
ー
ダ
ー
養
成
講
座

問
栃
木
県
県
民
生
活
部
く
ら
し
安
全
安
心
課

　
　

撒
０
２
８（
６
２
３
）３
２
４
４

　

消
費
者
と
し
て
自
己
啓
発
に
努
め

る
と
と
も
に
、
行
政
と
連
携
を
取
り

な
が
ら
地
域
に
お
い
て
消
費
生
活
に

関
す
る
普
及
啓
発
活
動
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
消
費
生
活
リ
ー
ダ
ー
の
養

成
を
目
的
に
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

対 

地
域
に
お
い
て
、
消
費
者
活
動
に

積
極
的
に
取
り
組
む
意
欲
の
あ
る

者
、
又
は
消
費
者
活
動
に
関
心
の

あ
る
者
で
、
か
つ
全
日
程
を
受
講

可
能
な
者
で
市
町
長
が
推
薦
す
る

者
。

日 

５
月
〜
11
月
ま
で
の
12
日
間

　

10
時
〜
15
時

容 

消
費
生
活
に
関
す
る
基
礎
知
識
を

習
得
す
る
た
め
の
講
義
、
実
習
な
ど

定
40
名　

儡
無
料

所
栃
木
県
庁
本
館
会
議
室

　

宇
都
宮
市
塙
田
１-

１-

20

※  

24 
単
位
中
16
単
位
以
上
取
得
し
た

者
を
修
了
と
な
り
ま
す
。

申 

４
月
20
日（
水
）ま
で
に
問
い
合
わ

せ
先
へ

協
会
け
ん
ぽ
の
保
険
料

率
が
変
わ
り
ま
す

問 

全
国
健
康
保
険
協
会
栃
木
支
部

　
（
協
会
け
ん
ぽ
）
撒
０
２
８（
６
１
６
）１
６
９
１

　

中
小
企
業
等
で
働
く
方
や
そ
の
ご

家
族
が
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険

「
協
会
け
ん
ぽ
栃
木
支
部
」
の
健
康

保
険
料
率
は
９
・
94
％
へ
引
き
下
げ
、

介
護
保
険
料
率
は
据
え
置
き
に
な
り

ま
す
。
変
更
時
期
は
28
年
４
月
納
付

分
か
ら
と
な
り
ま
す
。

◎
詳
し
い
内
容
は

　

  http://w
w
w
.ky
oukaikenpo.or.jp/

　

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

家
内
労
働
委
託
状
況
届

問
栃
木
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

　
　

撒
０
２
８（
６
３
４
）９
１
０
９

　

家
内
労
働
者
へ
内
職
等
を
委
託
し

て
い
る
事
業
主
は
、
家
内
労
働
法
に

よ
る
「
委
託
者
」に
な
り
ま
す
の
で
、

「
委
託
状
況
届
」の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

こ
れ
は
毎
年
４
月
１
日
現
在
の
家

内
労
働
者
数
等
に
つ
い
て
、
労
働
基

準
監
督
署
を
経
由
し
て
栃
木
労
働
局

に
届
け
出
る
も
の
で
す
。

　

用
紙
は
最
寄
り
の
労
働
基
準
監
督

署
に
あ
り
ま
す
の
で
、
４
月
30
日
ま

で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
家
内
労
働
法
に
い
う
「
家

内
労
働
者
」と
は
、物
品
の
提
供
を
受

け
、他
人
を
使
わ
ず
自
己
ひ
と
り
、ま

た
は
同
居
の
家
族
だ
け
で
物
品
の
製

造
・
加
工
に
従
事
し
、
工
賃
を
得
て

い
る
人
を
い
い
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
宛
名
書
き
の
よ
う

な
事
務
の
代
行
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

構
築
な
ど
の
物
の
加
工
を
伴
わ
な
い

委
託
は
原
則
と
し
て
該
当
し
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
、
問
い
合
わ
せ
先
ま
た

は
最
寄
り
の
労
働
基
準
監
督
署
に
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
栃
木
労
働
局
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
も
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

人
権
標
語

　
　

声
か
け
よ
う　

　
　
　
　

一
人
で
い
る
よ
り　

み
ん
な
と
が
い
い

新
橋
小
学
校　

増ま
し
や
ま山　

瑞み

ず

き己

（
２７
年
度
に
学
校
を
通
じ
て
募
集
し
た
も
の
で
す
）

　　…日時　　…場所　　…内容　　…対象者　　…定員　　…費用　　…申込日 容 儡所 定対 申


